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【圏域の基本指標】     [県値] 

人口総数                 771,746 人 

人口増減率（H27～R2） -0.9％    [1.1％] 

年齢３区分別人口 

 0～14 歳 84,861 人（11.0％）  [11.9％] 

15～64 歳 454,432 人（58.9％）  [61.1％] 

65 歳～  232,453 人（30.1％）  [27.0％] 

出生数（人） 4,032 

出生率（人口千対）     5.2    [ 6.1] 

死亡数（人） 9,083 

死亡率（人口千対）    11.8    [11.5] 

データソース 

 （人口）令和２年国勢調査 人口等基本集計 

 （出生・死亡）令和４年人口動態総覧 

保健所 狭山保健所 

圏 域 

（市町村） 

所沢市・飯能市・狭山市・入間市・日高市 

 

取組名 生活習慣病予防から始める健康づくり 

【現状と課題】 

 生活習慣病は、がん・循環器疾患・糖尿病などを含み、日本人の死因の約５

割を占めるほど深刻な問題です。 
 これらの疾患は個人の生活習慣と関係が深く、喫煙や不摂生な食生活、運動

不足などがリスク要因となっています。 
 適正な生活習慣の形成には、これら個人のリスク要因の改善が必要です。ま

た、行政や学校、団体・企業などが一体となって、地域住民が生活習慣病を予

防し、健康的な生活を送る機運を高めるための情報提供や支援体制、環境整備

を進めていくことが重要です。 
また、本圏域の特定健診・がん検診受診率、及び特定保健指導実施率は表－

１のとおりです。県平均を下回っている項目も多く、特定のリスク要因に対す

る予防教育や早期発見・早期治療のための体制の充実が求められています。 



 

【施策の方向（目標）】 

働き世代からすべての人々の健康づくりを推進し、生活習慣病の発症予防、

重症化予防に取り組みます。また、誰もが健康で生き生きと暮らすことができ

る社会の実現のため、生活機能の維持・向上と健康保持増進の実現に取り組み

ます。 

 

【主な取組及び内容】 

■特定健診・各種がん検診等受診率の向上と特定保健指導の充実 

 健診の意義や必要性を適切に伝えていきます。受診手続きの簡素化、効果的

な受診勧奨、かかりつけ医や薬局薬剤師を通じた受診勧奨等を推進します。ま

た、職域で受診機会のないものへの受診体制の整備等を図ります。 

〈実施主体：市、保険者、保健所、医師会、薬剤師会、歯科医師会、地区組織〉 

 

■特定健診・特定保健指導の体制整備と実務者の育成 

 データ分析等による課題の検討と対策を図ります。受診者の立場に立った利

便性の向上など魅力的な健診、指導体制の整備を図ります。関係機関において、

効果的な保健指導の在り方について事業評価の手法等を検討します。 

〈実施主体：市、保険者、保健所〉 

 

■禁煙支援・受動喫煙防止対策の推進 

「たばこと健康」に関する情報提供、相談・指導に努め喫煙率の減少を目指

します。路上喫煙の防止、禁煙認証制度等により受動喫煙の防止を推進します。 

〈実施主体：市、保険者、保健所、医師会、薬剤師会、歯科医師会、地区組織〉 

 

■糖尿病対策の推進 

 糖尿病の発症予防、重症化予防、合併症の治療の段階において、糖尿病及び

その合併症に関する対策を切れ目なく講じていきます。 

〈実施主体：市、保健所、医師会、薬剤師会、歯科医師会〉 

 

 

 

 

 



■健康づくりに関する知識の普及 

健康寿命延伸のために、食生活、身体活動、歯科口腔の機能維持等生活習慣

の改善に努めます。さらに職域保健との連携を図りより効果的な健康づくり対

策を推進します。 

〈実施主体：市、保険者、保健所、医師会、薬剤師会、歯科医師会、 

地区組織、事業所〉 

表ー１　令和3年度　受診率・実施率

特定健康
診査（※）

特定保健
指導（※）

胃がん
検診

肺がん
検診

大腸がん
検診

子宮がん
検診

乳がん
検診

西部医療圏 37.3 22.1 5.8 5.5 4.1 15.5 14.0
埼玉県 38.2 19.4 6.3 5.6 6.7 13.5 13.2
全国 36.4 27.9 6.5 6.0 7.0 15.4 15.4
・特定健康診査等の実施状況に関する報告（令和3年度法定報告）
・令和3年度地域保健・健康増進事業報告(健康増進編)市区町村表
・（※）市町村国民健康保険実施分  

 

取組名 親と子の保健対策 

【現状と課題】 

妊娠・出産・産褥期の女性はライフスタイルの大きな変化を要求されること

から、非常に多岐にわたる心身の変化が生じます。良好な親子の愛着形成やこ

どもの発育・発達の促進のため、母子と家族のライフステージに応じて、地域

全体で切れ目なく支援していく必要があります。 
 こどもたちが健やかに育つためには、歯科疾患を含む疾病予防、疾病や障害、

経済状態などの多様性を考慮した保健・医療・福祉サービスの充実が不可欠で

す。  
 また、こどもの発達・成長において心身に重大な影響を与える児童虐待を防

止するため、地域での見守りや相談支援体制の充実が必要です。 
 さらに、思春期における若年妊娠や性感染症、薬物乱用、喫煙・飲酒、過剰

なダイエットなどの問題が指摘されています。自ら心身の健康に関する正しい

情報を入手、判断し行動できるようになることは、生涯にわたる健康管理の基

本となることから、教育分野と連携し、保護者を含めた普及啓発を進めていく

ことが求められています。 
 

 



【施策の方向（目標）】 

安心して妊娠・出産・育児ができ、次世代を担うこどもたちが心身ともに健

やかに育つことができる社会を目指し、妊娠から子育て期まで切れ目のない支

援体制の強化や思春期対策の推進を行います。 

また児童虐待防止対策のため、様々な困難を抱えるこどもや家庭への支援を

行う関係機関との連携体制強化に努めます。 

 

【主な取組及び内容】 

■妊娠から子育て期まで切れ目ない相談支援体制の強化 

こども家庭センターの設置を中心として、全ての妊産婦、子育て世帯、こど

もに対し母子保健、児童福祉が一体的になり、切れ目なく漏れなく対応できる

体制づくりを強化します。 

〈実施主体：市、保健所、医療機関〉 

 

■児童虐待防止のための連携体制強化 

要保護児童対策地域協議会等を活用した連携体制の強化により、児童虐待防

止を図ります。また、関係機関とのネットワークによる早期対応に努めます。 

〈実施主体：市、医療機関、保健所、児童相談所、教育機関〉 

 

■思春期対策の推進 

 保健・医療・福祉・教育関係機関が連携し、思春期のこどもたちに健康知識

の普及啓発を推進します。 

〈実施主体：市、保健所、教育機関、医療機関〉 

 

■妊娠期からの小児歯科保健対策の推進 

保健・医療・教育関係機関が連携し、妊娠期や子育て期からのう蝕予防に取

り組みます。 

              〈実施主体：市、保健所、医療機関、教育機関〉 

 

 

 



取組名 精神疾患医療 

【現状と課題】 

現代社会環境の多様化・複雑化は、人々のストレス要因を増大させています。

長時間労働や人間関係、育児や介護疲労、経済的不安、孤独感など心の健康問

題は、ひきこもりや自殺者、うつ病の増加などにつながり、日々の生活に大き

く影響します。 

メンタルヘルス教育の普及や社会的つながりの強化などによる精神疾患の予

防、早期発見・早期治療、退院後支援など、精神疾患や精神障害があっても、

住み慣れた地域で安心して医療と支援を受け生活を継続していく体制づくりが

必要です。 

また、急速な高齢化を迎える本県では、令和７年（２０２５年）には高齢者

の約５人に 1 人が認知症を発症すると推計されており、圏域でも同様に認知症

患者の急増が見込まれます。 

このため、学校保健や産業保健を含めた保健・医療・障害福祉サービスなど

が連携し、全ての世代への心の健康に対する働きかけを地域全体で包括的に取

り組む体制の整備・充実が求められています。 

 

【施策の方向（目標）】 

多様な精神疾患等に適切に対応するため、個々の医療機関の役割分担や医療

機能等を明確にすると共に、医療・保健・福祉が相互の連携を図ることで、住

み慣れた地域で安心して医療と支援を受けながら、その人らしい暮らしの実現

に向けた地域包括ケアシステムを推進します。 

 

【主な取組及び内容】 

■精神疾患等への正しい知識の普及 

 発達障害、認知症など小児期から高齢期まで全ての世代に関連した精神疾患

に関する正しい知識を普及し、予防、早期発見、早期治療、早期支援に努めま

す。 

〈実施主体：市、保健所、医療機関、医師会、薬剤師会、教育機関、労働機関〉 

 

 

 



■精神保健医療福祉に関する相談窓口の充実 

 住み慣れた地域である身近なところで必要な相談・支援が受けられるように、

相談窓口の充実を図ります。また、相談に携わる関係者への研修等を実施し、

適切に相談・支援が受けられる体制を整備します。 

〈実施主体：保健所、市、医療機関、医師会、薬剤師会、福祉機関、教育機関、        

                              労働機関〉 

 

■精神疾患の状態に応じた適切な医療の提供 

 精神科医療が必要なときに速やかに受けられるよう、関係機関相互の連携を

図り、適切な医療を効果的に提供できる体制づくりを進めます。 

〈実施主体：医療機関、医師会、保健所、市、消防、警察、 

訪問看護ステーション〉 

 

■措置入院者の退院後支援を含む精神障害の地域包括ケアシステムの構築 

 精神疾患の悪化や再発を予防しつつ、住み慣れた地域で医療と支援を受け、

地域社会の一員として安心して自分らしい暮らしができるよう、保健・医療・

福祉関係者等が連携し、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの整備を

推進します。 

〈実施主体：保健所、市、医療機関、医師会、福祉機関、薬剤師会、 

訪問看護ステーション 等〉 

 

取組名  

 ポストコロナにおける新興感染症発生・まん延時に向けた対策 

【現状と課題】 

狭山保健所管内においては、新型コロナウイルス感染症の１例目の感染者が

確認された令和２年２月から５類感染症に移行された令和５年５月までの間に

約１９万人の感染者が確認されました。感染者が爆発的に増加した流行期には、

施設等でクラスターが発生し、医療のひっ迫など、地域に大きな健康危機や社

会的影響を及ぼし、関係機関は対応に追われました。 
これまでの新型コロナウイルス感染症対策における地域課題を踏まえ、再び

地域に健康危機を及ぼす感染症が発生する事態を想定し、平時から体制整備を

推進します。 



 

【施策の方向（目標）】  

 これまでの新型コロナウイルス感染症対策の課題を踏まえ、関係機関と情報

共有を行いながら連携を強化し、新興感染症における健康危機に対応できるよ

う、体制整備を推進します。 

 また、連携会議や実践型訓練を行い、評価を実施し、随時、状況に合わせた

体制の見直しを図り、実働的な体制整備に取り組みます。 

 

【主な取組及び内容】 

■関係機関との連携の強化 

「狭山保健所管内感染症関係機関連携会議」等で感染症対策の現状や地域課 

題を関係機関で共有し検討した上で、各機関における役割を確認し、新興感 
染症等健康危機を招く感染症発生時に実働的に連携が取れるよう平時から連 
携の強化に努めます。 
〈実施主体：保健所、医師会、医療機関、市、消防、薬剤師会、歯科医師会、 

 訪問看護〉 

 

■実践型訓練の実施 

  感染症発生を想定した実践型訓練を実施し、その評価を通じて感染症にお 

 ける健康危機に対する体制を見直します。 

〈実施主体：保健所、医療機関、医師会、市、消防〉 

 

■感染予防に関する正しい知識の普及啓発 

  感染症予防に関する正しい知識を普及し予防、早期発見、治療に努めます。 

 〈実施主体：保健所、市、医師会、医療機関、薬剤師会、歯科医師会〉 

 

■予防接種の推進 

  ワクチンに関する正しい知識の普及を進め県民の理解を得て積極的に予 

 防接種の推進に努めます。 

〈実施主体：市、医師会、医療機関、薬剤師会、保健所〉 

 

 

 

 



■検査・医療提供体制の整備 

  各機関の機能や役割を踏まえ新興感染症にかかる検査・医療提供体制の整  

 備に努めます。 

〈実施主体：医師会、医療機関、保健所〉 

 

■感染症発生時の療養支援体制の構築 

  感染症予防計画に基づく各機関の役割を踏まえ、平時から新興感染症にお 

 ける健康危機に備え、療養支援体制の構築について検討します。 

〈実施主体：保健所、市、医師会、医療機関、訪問看護、薬剤師会、 

歯科医師会〉 

 

取組名 在宅医療の推進 
 

【現状と課題】 
自宅や地域で疾病や障害を抱えつつ生活を送る患者（小児・AYA 世代、難病

の患者を含む。）の増加に伴い、今後、医療と介護双方のニーズが増加していく

ことが見込まれます。 
疾病構造の変化、医療技術の進歩、ＱＯＬ（生活の質）の向上を重視した医

療への期待の高まり等により在宅医療のニーズは大幅に増加・多様化しており、

最期まで住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるよう、医療と介護の一

体的な提供体制、関係機関や多職種が協働して患者を支える「地域包括ケアシ

ステム」の構築・充実が求められています。 
 

【施策の方向（目標）】 
 在宅療養を希望する患者（小児・AYA 世代、難病の患者を含む。）が住み慣れ

た地域で安心して必要な医療と介護を受けながら療養するため、入退院支援、

日常療養生活支援、急変時の対応、在宅での看取りについて、地域における医

療や介護の多職種連携を図りながら、在宅医療が提供される体制を構築します。 
 また、地域の保健・医療・福祉との連携体制の確保と充実を図ります。在宅

難病患者一時入院事業に取り組み、レスパイトや風水害等含む災害に備えた事

前の避難的入院ができる環境を整備します。 
 



【主な取組及び内容】 
■在宅医療を支える多職種連携体制の構築 

在宅医療・介護に携わる関係機関が参加する会議の開催等を通じて、多職種

の連携強化を図ります。 
また、入院医療機関と在宅療養に関わる医療・介護従事者が情報を共有する

ためのルールを定めた入退院支援ルールを効果的に活用するほか、ＩＣＴを利

用した在宅医療・介護のスムーズな連携を推進し、多職種間での円滑な情報共

有に努めます。 
〈実施主体：市、保健所、地域包括支援センター、医師会、歯科医師会、 
薬剤師会、医療機関、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所 等〉 

 
■医療・介護に携わる職員の人材育成 

関係機関や団体等と連携した研修会の実施や情報提供などをとおし、在宅医

療・介護に携わる職員の資質向上を図ります。 
〈実施主体：保健所、市、医師会、歯科医師会、薬剤師会 等〉 

 
■在宅医療に関する県民への普及啓発 
 在宅療養者が自身の生活の質の維持向上を図りつつ療養し、人生の最終段階

においても適切な選択ができるよう、講演会等をとおして在宅医療や看取りな

ど、本人や家族の意思決定を支援するための情報提供や普及啓発を推進します。 
〈実施主体：市、保健所、医師会、歯科医師会、薬剤師会 関係団体 等〉 

 


